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◆ 求人者マイページの開設〜求⼈仮登録までの⼀連操作の流れ

から『マイページ開設＋事業所登録＋求人申込み』を同時に⾏う。

から『マイページ開設＋求人申込み』を同時に⾏う。

事前にハローワークへメールアドレスを登録後、 より

『マイページ開設』を⾏う。 （※求人者マイページを開設後、マイページより求人申し込みが可能となる。）

ハローワークインターネットサービス トップページ

具体的な操作手順は次ページへ ↪

初めてマイページを利⽤する方向け

＊初めて求人を申し込む場合＊ ー ①の方法で登録を⾏う ー

＊過去に求人申し込みをしたことがある場合＊ ー ①又は②の方法で登録を⾏う ー
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